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第１章 現在の学習指導要領、『学習指導要領解説』と中学校社会科教科書における「国債」

と「税」の取り扱い

まず、現行の中学校学習指導要領（平成20年）、文部科学省発行の『中学校学習指導要領解説・社会

編（平成20年9月）』（以下、『解説』と記す）において、税と財政についてどのように記述されている

かを見てみよう。

中学校学習指導要領・社会・公民的分野における国の財政と税にかかわる「内容」の記述は、以下の

通りである。

国民の生活と政府の役割

国民の生活と福祉の向上を図るために、社会資本の整備、公害の防止など環境の保全、社会保障

の充実、消費者の保護など、市場の働きに委ねることが難しい諸問題に関して、国や地方公共団体

が果たしている役割について考えさせる。また、財源の確保と配分という観点から財政の役割につ
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要 旨

2013年8月10日の各紙朝刊は、国の借金が本年6月末時点で、初めて1,000兆円を超えたことを報じた。

1,000兆円という金額は、日本の現在のGDP（約500兆円）の2倍であり、現在の国の税収（約40兆円）の

25倍にもなる。この膨大な額の国の借金を日本の現役世代や生徒を含む将来世代は返還していかなければな

らない。このような現状を踏まえたとき、これからの学校における税教育（財政教育を含む）は、どのように

行うべきであるのかを検討し、新たな税教育理論とそのカリキュラムを開発することが本研究の目的である。

これまでの中学校社会科公民的分野における税教育は、基本的・理論的には均衡財政を前提としてなされて

きた。しかし、1,000兆円もの国の累積債務が存在しているこれからの学校における税教育は、その返還が余

儀なくされるため、歳入（税収）を増加させるとともに歳出を抑制する黒字財政を作り出すことを基本的・理

論的に前提とせざるを得なくなる。これからの財政についての教育を受ける生徒は、自分たちの前の世代の日

本人・日本政府が、なぜこれほどまでの累積債務を残すことになったのかという理由を是非とも知りたいであ

ろう。また、この膨大な累積債務の返還を前にどのような財政と税制を作り上げたら良いか考えざるを得なく

なるであろう。このような生徒の欲求を満たす財政の教育の理論とカリキュラムを開発する必要がある。本研

究では、その試案を提案する。

なお、本研究に対しては、日本学術振興会から科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究）が支給されている（課

題番号23653291）。



いて考えさせる。その際、租税の意義と役割について考えさせるとともに、国民の納税の義務につ

いて理解させる。（強調文字－筆者）

ここでは、政府の経済的役割が、「市場の働きに委ねることが難しい諸問題」に取り組み、解決する

ことにあるとされていることが特徴的である。経済における市場の働きを重視し、政府の経済的役割を

限定的に考えようとする意図が見える。また、財政の役割を「財源の確保と配分という観点」から考え

ることを示しているが、「財源の確保」が政府にとってそれほど容易ではないことを考えさせたいとい

う意図が見える（前の学習指導要領では、「財源の確保」の文字はなかった）。租税の意義と役割、国民

の納税の義務を内容として示していることは、従来通りである。

『解説』においては、「財源の確保と配分という観点から財政の役割について考えさせる」の意味を

次のように解説している。

「財源の確保と配分という観点から財政の役割について考えさせる」については、財政の歳入・

歳出における内容を具体的に取り上げ、財政が国民福祉の観点に立って行われるべきものであるこ

とを踏まえながら、財政支出に対する要望は多岐にわたり、そのための財源の確保が必要であるが、

国や地方公共団体の財源は無限にあるわけではないことに気付かせ、これらの学習の上に立って、

財源の配分について、効率や公正の考え方に基づいて考えさせることを意味している。（p.107。強

調文字－筆者）

「財政支出に対する要望」即ち、財政需要が大きくなり、そのための財源の確保が大変であるという

ように、政府（特に財務省）の立場で記されていることが伺われる。しかし、財源不足を補うための国

債の発行についての説明はなされていない。そのあと、財政支出の拡大の大きな原因について、特に、

次のように解説している。

少子高齢社会における社会保障とその財源の確保の問題をどのように解決していったらよいか、

税の負担者として自分の将来とかかわらせて考えさせるなどして、考えたことをまとめさせたり、

説明させたりする活動を取り入れるなどの工夫も大切である。（p.107。強調文字－筆者）

この解説には、少子高齢社会において社会保障を充実しようとすれば、その財源の確保のために増税

が必要となるが、生徒は、将来の税負担者であるとともに、そのまた将来には社会保障を受ける立場に

なることを考えて、社会保障と税負担のことを関連させて考えて欲しいという意図が伺われる。

『解説』において、「租税の意義と役割」については、以下のように解説されているが、特に、目新

しい記述は見当たらない。敢えて言えば、生徒といえども、買い物をするときには消費税を支払ってい

るので、納税者であるという自覚を養うことを訴えているところが注目される。

「租税の意義と役割」については、統計資料などを有効に活用しながら租税の大まかな仕組みや

その特徴にも触れ、国民生活に大きな影響力を持つ財政を支える租税の意義や税制度の在り方につ

いて考えさせることを意味している。また、「国民の納税の義務」については、国民が納税の義務

を果たすことの大切さを理解させるとともに、税の負担者として租税の使い道などについて理解と

関心を深めさせるなど納税者としての自覚を養うことが重要である（pp.107－108）。
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総じて言えば、学習指導要領においても『解説』においても、とくに、一層の少子高齢化に対応して、

財政需要の拡大とそのための財源の確保についての切迫感をやや感じるが、「国債」の文字が無く、ま

してや「累積国債」のことが記されていないなど、財政に対する危機感が弱いと言わざるを得ない。

それは、『解説』の原稿が書かれたのが、2007（平成19）年であり、公債残高がまだ500兆円を少し

超える程度であったからであろうか。しかし、500兆円でも、日本の年間GDPの額は超えていたこと

を考えると、学習指導要領や『解説』の担当者の危機感がやや弱すぎたのではないかと思われる。それ

とともに、学習指導要領や『解説』の著者が、基本的・理論的に、税収＝歳入であり、歳入＝歳出とい

う均衡財政を前提として、財政と税の教育を考えていると理解することができる。

第２章 中学校社会科教科書における財政と税についての記述

「資料」編の「資料1」は、改訂前の学習指導要領の時期の中学校・社会科・公民的分野と学習指導

要領改訂後に発行された同教科書における、公債発行に関する記述の比較を、教科書発行会社別に示し

たものである。

これを見ると、何れの教科書においても、旧教科書の時から公債（国債）の発行について記している

ことがわかる。その共通する内容は、税収不足の時、財政が赤字の時に公債（国債）を発行すること、

公債（国債）は、利子も合わせて返済しなければならず、将来の財政を圧迫するので、その発行は慎重

にしなければならないというものである。

新教科書では多くの場合、公債（国債）の扱いは、より大きくなっている。特に、多くの教科書が、

その返済の負担を後の世代に回すことになることが問題であることを新たに記述している。また、国債

の残高の多さについて新たに記述している教科書が幾つもある。特に、育鵬社の場合には、「国債や地

方債の残高は年々増加しており、果たして返済できるのかという懸念もあります。」とまで記述してい

る。このように、新教科書においては、公債（国債）の発行とその残高（累積債務）の多さの問題点に

ついて強調した書き方になっている。その点で、文部科学省の『解説』の域を超えている。しかしなが

ら、どのようにしたらその巨額な公債（国債）が返済できるのか、また、返済ができなくなった場合に

は、財政や経済はどうなるのかについては、何れの新教科書においても、記述されていない。

第３章 中学生の財政と税金についての知識と意識の調査から見えること

「国の累積債務1,000兆円時代における財政の教育の理論とカリキュラム」を開発するに当たり、我々

の科研のチーム（研究代表：山根栄次、研究分担者：猪瀬武則、栗原久、服部一秀、宮原悟）は、まず

もって、生徒が財政と税金に対してどのような知識と意識を持っているのかを調査した。調査に用いた

質問は、後に国際比較をするという予定もあり、イギリスにおいてPesterDaviesバーミンガム大学教

授等による2000年に11の高等学校の1,000人を超す15－17歳の生徒に対して行われた調査（・Year9

CitizenshipSurvey・）で用いられた質問の中の該当部分（・Theworkofthegovernment・と ・Taxes・）

を翻訳して利用した。（イギリスでの調査結果については、拙稿「イギリスの学校における税教育につ

いての一考察」、三重大学教育学部紀要、第64巻、2013）

調査対象は、我々の研究グループの研究者が調査を依頼できた中学校4校の3年生で、2校は公立中

学校（296名）、2校は国立大学教員養成系学部附属中学校（347名）の合計643名である。調査期間は、

2012年12月から2013年2月までの間で、全ての生徒が社会科公民的分野の経済に関する学習が終了

した後で実施されている。

国の累積債務1,000兆円時代における中学校での税教育
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この調査で用いた調査用紙は、資料2、調査結果のデータ（選択質問のみ）は、資料3の通りである。

この調査結果について特に指摘したいことは、以下のことである。

まず、政府（国や地方公共団体）の仕事についての「質問3」についての回答である。

「質問3」は、「以下のようなサービスは、どのように提供するべきだと思いますか。右の内から一

つ選んで○を付けて下さい。」である。

サービスの種類は、「a.病気の治療、b.街灯、c.教育、d.水道、e.ゴミの処理、f.電気、g.テレビ放送」

の7項目。サービスの提供のしかたは、

①政府（国や地方公共団体）が、すべての人に無料で提供すべきである。

②政府（国や地方公共団体）が、特定の人には、無料で提供するべきである。

③政府（国や地方公共団体）が、サービスの利用

者に有料で提供するべきである。

④民間の企業が、有料で提供すべきである。

の4種類である。

生徒の回答の結果は、表1の通りである。

結果は、水道、電気、テレビ放送を除くと、半数以上の生徒が政府による無料の提供を圧倒的に支持

しているということである。水道、電気についても、30％以上の生徒が政府による無料の提供を支持し

ていることは、注目されてよいであろう。このことは、生徒の多くがかなり多くのサービスについて、

全員無料、もしくは特定の人への無料提供を支持していることを示している。このような生徒の意向が

政治に反映されるならば、非常に多くの財政支出が発生することになろう。

次に、課税の在り方についての「質問8」に対する回答である。

「質問8」は、「以下のそれぞれの意見について、あなたはどのように思いますか。右の3つの内か

ら1つを選んで○を付けて下さい。」である。意見は、

a．すべての人の税金を減らすべきだ。

b．すべての人の税金を増やすべきだ。

c．所得の多い人は、少ない人よりも、所得のより多い割合を税金として払うべきだ。

d．以前よりも所得の増えた人は、以前よりも税金を少なく払うべきだ。

e．以前よりも所得の増えた人は、以前よりも税金をたくさん払うべきだ。

f．政府は、すべての人により良いサービスを提供するために、もっとお金を使うべきだ。

g．政府は使うお金を減らし、人々は、自分自身

のことには、もっと自分自身で払うべきだ。

である。

選択は、「①賛成」、「②反対」、「③判断できない」

の3つである。

生徒の回答の結果は、表2の通りである。

この結果は、どのように判断すべきであろうか。a.の質問に対する「賛成」が少ないことは、政府か

らの多くのサービスを求める生徒の多数意見と整合的ではある。しかしb.の質問に対する「反対」が

多数を占めていることと整合しない。また、f.に対する「賛成」意見がそれ程多くないこととも整合的

ではない。c.d.e.の質問に対する回答は、累進課税を支持している結果と読みとれる。f.とg.は、正反

対の意見なので、この二つの間では生徒の意見に矛盾はない。しかし、質問の多く（特に b.f.g.）に
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表1．政府のサービスのあり方（単位％）

a b c d e f g

① 58 71 76 37 59 30 39

② 28 10 14 8 10 10 6

③ 9 9 6 38 18 40 26

④ 2 7 1 14 11 17 25

無答 3 2 3 3 3 3 3

表2．税金のあり方（単位％）

a b c d e f g

① 29 18 62 6 51 34 24

② 35 43 14 67 16 26 34

③ 34 37 23 26 32 39 40

無答 2 2 1 2 2 2 2



対して、「判断できない」と回答している生徒が多いことは、政府からのサービスの享受と税を払うこ

ととの対応関係を直視したくないという生徒の意識の表れかも知れない。

何れにしても、生徒は、政府から多くのサービスを享受したい一方で、税を多く支払うことについて

は、消極的である。この反応は、人間の単純な願望という点で言えば、当然といえば当然である。しか

し、この意向が、投票行動となり、政府サービスの拡充を要求すると同時に、減税を要求するというこ

とになれば、ますます累積赤字が増える結果を導くことになる。

このような生徒（人々）の意向が矛盾し、両立不可能であることを生徒に理解させることが、これか

らの財政と税の教育の最も基本になると考えられる。

（なお、以上の調査データの分析結果については、研究グループ全員が一致している。）

第４章 中学校におけるこれからの税教育を考える上でのポイント

現在の国の累積債務が巨額に達していることについて、それを危惧している経済学者・財政学者は多

い。また、それに関する著書も多く出版されている。

それらの文献を検討することにより、筆者は、以下のようなことがらが、中学校におけるこれからの

税教育を考えるポイントであると考えるに至った。そのポイントは、大きく分けると、（1）国の累積債

務、（2）日本の税制度、（3）税制改革の基本的な考え方、の三つである。以下、それぞれのポイントの内

容について、より詳しく述べる。

（1）国の累積債務について

1．国（地方を含む）の累積債務は、既に1,000兆円に達している。1,000兆円という金額は、日本の

現在のGDP（約500兆円）の2倍であり、国の税収約40兆円の25倍である。

2．国の累積債務が1,000兆円にもなった原因は、主に，政府が不況対策をしたことと、高齢化への対

応（医療費、年金などへの税負担）をしたことである。このことは、これまでの政府が、既に亡くなっ

た世代、現在の高齢者世代、現在の中高年世代の生活のために借金をしてきたことになる。しかし、

これによって、現役世代、若者世代もこれらの借金の恩恵に浴している点はある（祖父母からの小遣

い、保育・教育費の援助、親を介護する負担の軽減等）。

3．政府による国債の発行は、原則として望ましくない。しかし、実際には、1966年以降、ほぼ継続

して国債は発行されてきている。国債の内、建設国債は、財政法第4条に基づく「4条国債」ともい

い、国会の議決で発行が可能である。しかし、赤字国債は、「特例国債」ともいい、新たな法律を毎

年制定しないと発行できない。

4．政府が累積債務を返還する場合には、現役世代と若者世代、年少世代、まだ生まれていない世代の

税負担となる。

5．政府が累積債務を（全額）返還しない、あるいは、返還する気がない場合には、国債が無価値になっ

たり、暴落したりして、経済・金融・財政破綻になる。一般世帯の銀行・郵貯への預貯金も、引き出

せなくなるか、無価値・低価値になる。なぜなら、銀行も・郵貯も国債を買って保有いるからである。

6．政府が、満期になった国債の償還をさらなる国債の発行によってする場合には（実際にそうなって

いるが）、さらに累積債務が膨らみ、国債の価格が下がり（金利が上昇し）、金融不安になる危険性が

高くなる。
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（2）日本の税制度について

1．日本では、GDPに対する国民負担率・租税負担率が低い。例えば、平成24年度については、租税

負担率（22.7％）、社会保障負担率（17.1％）で、合計39.8％である。ただし、潜在的国民負担率

（国民負担率＋財政赤字対国民所得比（11.4％））は、51.2％になる。

アメリカは更に低く30％だが、EU・ヨーロッパでは45％から63％である。従って、潜在的国民

負担率から言えば、EU・ヨーロッパ並みである。

2．国の税収の内訳は、所得税が約30％、法人税が約20％、消費税が約25％、その他の間接税が約15

％、相続税が約3％などである。法人税率（利益に対して25％）は、国際的には高い方であり、経済

のグローバル化の中で、国際的な水準にしないと企業が国外に逃避する（空洞化）可能性がある。法

人税率を高めることは難しい。

3．日本では、租税負担の中でも、消費に係わる税の割合が低い。消費税は現在、5％。2014年度から

8％、2015年10月から10％の予定である。しかし、消費税率が10％になったとしても、EU諸国の

20％程度と比べ半分程度である。

4．政府が増税をしようとする場合に、国民・選挙民は拒否をして，増税を提案・容認する政党に投票

しない傾向がある。その結果、増税の提案・容認は政党にとってリスクが大きい（大きかった）。こ

のことも原因して、政府は増税ではなく、国債の発行をして財源にしてきた。

5．所得税は、累進課税により、課税の垂直的公平性が保たれるが、一方で水平的公平性に課題がある

（九、六、四。十、五、三）。水平的公平性を高めることが望ましいが、そのためには、詳しい調査な

どの徴税費用がかかったり，それによって納税者のプライバシーが侵されるなどのリスクもある。水

平的公平性を高める制度設計が必要である。

6．所得税には、累進税率が適用されるため、勤労意欲が抑制されるとか、所得隠しを誘発しやすいと

いった問題がある。また、税収額が景気に影響されやすい。

7．消費税は、比例税であり、水平的公平性が保たれやすい、脱税がしにくい、税収額は所得税と比べ

て景気に影響されにくい，という特徴・長所がある。

8．消費税は、比例税なので、税額の所得に対する割合は逆累進となるが、納税額としては垂直的公平

性を保っている。日本では、消費税が所得に対して逆累進であるということが強調されすぎている

（これは、特に、桜井良治氏の指摘するところである）。

（3）財政需要に応じながら国の累積債務を少なくするための税制改革の基本

1．「大きい政府」か「小さい政府」という選択があるが、国民は、「大きい政府」を求めるならば高い

負担を覚悟しなければならず、小さい負担を求めるならば、小さい政府を覚悟しなければならない。

これまでの日本は、小さい負担でありながら「中くらいの政府」であった。その差額が巨額の累積債

務となった。

日本の政府は決して「大きな政府」ではない。「増税の前に、政府の無駄を省け」というスローガ

ンがよく用いられるが、無駄かどうかの正確な判断は難しく、仮にそれを省いたとしても財政赤字を

解決するほどの大きな金額にはならない。無駄を省くことは必要であるが、そのことが増税を否定す

る理由にはならない。

2．少子高齢社会が進行する現在では、「小さい政府」は採用しにくく、国民の多くは、「小さい政府」

を求めていない。「小さい政府」にすると、国民間の格差が広がる。少子化を食い止め、ますますの

高齢化に対処するためには、財政需要は大きくなる。

3．しかし、累積債務をこれ以上増加させることは、リスクが大き過ぎる。将来世代にさらに大きな負
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担を強いることになり、不公平である。また、財政・金融破綻が起こり、全世代が被害を受ける可能

性が高くなる。

4．累積債務を返済し減らしていくためには、税収を増やすしかない。

5．しかし、増税の方途は限られている。法人税の増税は、経済のグローバル化の中では難しい。資産

税の増税、所得税の増税、消費税の増税が対象になろう。しかし、資産税の増税からは余り多くの税

収を期待できない。

6．所得税の増税が成功するためには、いわゆる富裕層の所得が外国に流れないようにするための対処

が必要であり、また、水平的公平性を確保するための税制度の整備が必要である。今の制度のままで

は、所得税増税はリスクが大きく、水平的公平性がますますおかされるおそれがあるになる。

7．外国（特にヨーロッパ）と比較すれば、日本国民は、消費税の増税（大幅な増税）を容認せざるを

得ない。消費税は、水平的公平性に優れ、垂直的公平性も保っている（桜井良治氏）。消費税は、税

収の安定性の点で優れ、景気変動による影響が累進課税である所得税に比べて低い。

8．これからの財政需要増加の多くが高齢者世代、子育て世代から生ずるとすると、消費税率が増加し

たとしても、その増税の成果の多くは、中・低所得世帯に向けて使われることになるので、垂直的公

平性における若干の問題点（所得に対する徴税率の若干の逆累進）も、総体的には解決されることに

なる。

第５章 社会科公民教育における税（国債を含む）教育の意義と重要性

国の累積債務が1,000兆円を超えた時代における学校における税教育カリキュラムを考えるに当たり、

改めて税教育の意義をまとめておきたい。

現在における税教育の意義を筆者は、以下の3点において考えている。

第1は、国民と国家（あるいは、市民と政府）との関係という観点からの意義である。

税金は、政府（国と地方公共団体の双方を含む）にとって、政治（行政）を行う上で最も重要な資源

である。一方で、納税（TaxPaying）は、投票（選挙）と並んで、国民（市民）が国家・地方に関与

する最も重要な行為である。投票は国民（市民）の権利であるが、納税は国民（市民）の義務である。

税について、政府は、より多くの税収を得たいが、国民（市民）は納税額を少なくしたいという、互

いに矛盾した欲求をもつ。一方、国民・市民自身も、政府からのより良いサービスをより多く受けたい

という欲求をもつと共に、他の人の支払う税金の額はともかく、自分自身が支払う税金の額はより少な

くしたいという欲求をもつ。この矛盾に気付き、この問題をどのように解決したらよいかを考えさせる

ことが、生徒に税教育をする第1の意義であろう。

税制について国民（市民）は、国会議員の選挙（投票）等によって、その変更を求めることができる

ことを理解することにも、税教育の意義があると考える。

第2は、政府の行う政策・行政の公共性を検討という観点からの意義である。

税金のほとんどは、国民（市民）に対する公共財・公共サービスの供給に用いられる。しかし、公共

財・公共サービスの範囲は、時代により、政府の役割に対する国民（市民）の期待、公共性に対する国

民（市民）の意識により異なる。純粋公共財（国防、警察、消防、公衆衛生、公道など）と純粋私的財

の間に種々の公共財・公共サービスがある。歴史的には、人権の拡大（特に生存権、社会権、環境権の

承認）により、公共財・公共サービスの範囲と供給量が増加してきている。そのことにより、政府の財

政支出は一般的に拡大している。特に、日本の場合には、少子高齢化により社会福祉への財政支出が拡

大している。
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財政支出の拡大により、増税（国債の発行を含む）が必要になっている。しかし、増税に対しては、

国民（市民）の全般的な嫌悪感がある。財政支出の増加・増税の要請・国債の累積により、公共財・公

共サービスの範囲（公共性の概念）に対するとらえ直しが訴えられている。このような状況を考えると、

いったい政府はどこまでの公共財・公共サービスを供給すべきなのかを生徒が考える必要があることが

わかる。ある公共財・公共サービスを政府が供給すべきかどうかを考える基準は、公共性である。すな

わち、税教育は、公共性とは何かについて生徒が考え、検討する場を与える。ここに、税教育の第2の

意義がある。

第3は、公正（公平）と効率を考えることができるという観点からの意義である。

現行の中学校社会科公民的分野では、「現代社会をとらえるための見方や考え方の基礎」の一つとし

て、「効率と公正」を提示している。「効率と公正」の関係を生徒に具体的に考えさせる教材として、税

がある。

具体的には、その第1に、何に対して（種々の所得、種々の資産、種々の消費など）、誰に対して

（国民全員、勤労者、経営者、消費者、資産家、年金生活者、在日外国人、在外日本人、会社（法人）

など）、どの程度に課税することが公正で効率的なのかを考えることができる。

その第2に、比例税と累進税のどちらが公正で、効率的か、どの位の累進度が公正で効率的かを考え

ることができる。

その第3に、巨額に昇った累積国債とその返済に関して、これまで国債を累積してきた旧世代と現世

代と、これからそれを返済せざるを得ない現世代と将来世代の間での負担の公正を考えることができる。

このように、税は、効率と公正について生徒が具体的に考察・検討する場を与える。ここにも、今日

において税教育を行う意義がある。

第６章 中学校社会科公民的分野における税教育カリキュラム案

この論文の最後に、以上の検討から筆者が考案した、中学校社会科公民的分野における税教育のカリ

キュラム案を示したい（研究グループの案ではない）。以下の番号は学習の順序を示し、番号の横の標

題は、生徒の学習問題である。学習問題の系列としてカリキュラムを考えている。そして、その内容に

ついて若干の説明を加えている。

中学校社会科公民的分野における税教育カリキュラム案

1．そもそも「税金」とは何か？

税金は、基本的に政府が仕事をするために（公共財、公共サービスを供給し、行政サービスを行う

のに）必要な資源である。それは、国民から強制的に徴収されるが、課税の仕方と額は、国民の代表

である国会が定めた法律によって決められる。江戸時代の年貢は、将軍家・大名家が、その家政のた

め、その領国支配のために必要な資源を領民から一方的に取り上げていた。その点で、税金と年貢は

基本的に性格が異なる。

2．私たち生徒は税金を払っているか？どんな税金を払っているか？

生徒も、店で買い物をするときには、消費税を支払っている。

3．税金は何に使われているのか？

公共サービス：警察・治安、消防、救急、防衛、医療、教育、社会福祉、廃棄物処理等

公共施設：学校、道路、橋、港、空港、博物館、図書館、美術館、体育館、音楽ホール等

「公共財（サービス）」の意味は何か？
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無料の公共財（サービス）と有料の公共財（サービス）があるのは何故か？

4．税金の種類には何があるか？

何に対する課税か？：所得（勤労、事業、利子、年金）、消費、資産

誰に対する課税か？：勤労者、経営者、資産家・株主、企業、消費者、年金受給者

5．国と地方の歳出と歳入

歳出：歳出の内訳（用途、国債費を含む）

歳入：税の種類と割合及び国債

歳出と歳入の額と内訳は、誰が決めるのか？

6．税の公正（公平）とは何か？

何に対して主に課税すべきか？

所得？ 消費？ 資産？

誰に対して課税すべきか？

国民全員？ 所得の多い人？ たくさん儲けた人・企業？ たくさん消費した人？

たくさんの財産を持っている人？

同一税額か比例税か累進税か？

同一税額の例：人頭税（現在では無い）

同一税率の例：消費税、 間接税（たばこ税、酒税）、 法人税

累進課税の例：所得税、相続税

税の公正（公平）とは何か？

水平的公平と垂直的公平とは何か？

どれくらいの累進度が公正か？

所得の少ない人も税を払うべきか？

7．大きい政府か小さい政府か？

大きい政府：高福祉、高い公共サービス、豊かな公共施設、しかし、高い税金

小さい政府：少ない税金、しかし、低福祉、少ない公共サービス、貧弱な公共施設

多くの人は、高福祉・高い公共サービスの供給と少ない税金を望むが、それは可能か？

どちらの政府がよいか？外国ではどうか？

8．税と税率変化の影響は？

高税率の影響：国の財政のためには良い。働く意欲と投資する意欲には悪い。

消費拡大のためには悪い。経済成長のためには悪い。

低税率の影響：働く意欲と投資する意欲には良い。消費拡大には良い。経済成長のためには良い。

しかし、国の財政のためには悪い。

どちらの税率が良いか？

もう一度、大きい政府と小さい政府のどちらの政府がよいか？

9．国債とは何か？

国債とはそもそも何か？

なぜ国債を発行するのか？

誰が国債を買うのか？
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国 税 地 方 税

直 接 税 所得税、法人税、相続税 県民税・市民税、自動車税、固定資産税

間 接 税 消費税、酒税、たばこ税 地方消費税、地方たばこ税



国債は基本的にどのようにして返済するのか？

10．どうしてこんなに多くの国債がたまってしまったのか？

現在の国債残高はどれだけか？

政府は、なぜこんなに多くの国債を累積してしまったのか？

11．多額の国債をどうやって返すのか？

こんなに多くの国債を政府はどのようにして返すのか？

もし、政府が国債を返せなくなると、どうなるのか？

私たちは、この多額の累積国債をどうしたらよいのか？

累積国債を税金によって返済するとしたら、どの種類の税金を増税したらよいか？

この税教育カリキュラムを実施するためには、10時間以上の授業時間が必要になるであろう。今日、

中学校社会科公民的分野に割り振られている学習時間は、100時間であるので、およそ1割の学習時間

を割くことになろう。しかし、今日における累積国債と税の重要性を鑑みれば、この程度の学習は必要

であると筆者は考える。
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資料1：新（2012）旧（2008）の中学校社会科公民的分野の教科書における公債発行についての記述の

相違

東京書籍

旧

景気対策の時、租税収入不足の時 （公債を発行する）

返済のため、公債の発行は慎重にしなければならない。

2005年度当初 538兆円

新

税収不足の時 （国債を発行する）

返済がたいへん。将来世代に負担を回すことになる。

公債の発行は慎重にしなければならない。

2010年度当初 600兆円超

教育出版

旧

ふえる公債。日本の公債の発行額は先進国のなかで最も多く、その発行残高も年々ふえています。利子

も合わせて返済しなければなりません。したがって、公債の発行は慎重におこなわなければなりません。

主に国債の発行によって民間の市場から資金を借りる財政投融資という制度があります。

新

財政赤字。社会保障関係費などの歳出の増加や度重なる景気対策のため、深刻な財政赤字が続き、公

債発行が年々増えています。

政府は、財政構造改革を行い…

公債の発行は、その返済の負担を後の世代の人々に負わせることにもなるので、慎重に行われる必要

があります。

2010年度末残高860兆円

清水書院

旧

国債。財政の規模が大きくなり、租税収入だけではまかないきれなくなると、政府は国債を発行して

民間から借金をするようになった（財政赤字）。また、不景気が続いて租税収入が減少したため多額の

国債が発行され、国債費がふえて国の財政を大きく圧迫するようになった。国債は、将来にわたって国

民の税金によって返済しなければならないので、その発行は慎重にしなければならない。

2006年度の国債残高542兆円

新

国債。多額の国債が発行されて、国の財政を大きく圧迫している。

2010年度末での国債残高637兆円

帝国書院

旧

増えている国債費。日本の財政がかかえる最大の問題は、税収入が歳出をまかなうのに十分でないた
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め、財政赤字が拡大していることです。それを補うために国債を発行しなければなりません。国債が増

えると、利子の支払いなど国債費が増大し、歳出全体でどのような支出をするのかを決める余地が少な

くなってしまいます。

公債残高2004年度末483兆円

新

旧版と同じ記述。

クローズアップ国の借金、国債。

国債発行について

YES（日本国民が買っているから問題ない）

NO（発行しすぎると利子の支払いなどが増え、本来行うべき政策ができなくなる。

借金を残すことになるので、将来世代に負担をさせることになる。）

大阪書籍・日本文教出版

大阪書籍

税と国債。国債。政府が公共事業に必要なお金を国債でまかなうのは、家計が住宅の建設費用を住宅

ローンとして借り入れることに似ています。また、不景気で税収が減ると、やむをえず国債を発行しな

ければならないこともあります。

しかし、国債は政府の借金ですから、政府は発行した国債には利子を支払い、期限が来た国債に対し

ては元金も返済しなければなりません。国債の利子の支払いや元金の返済は、将来、最終的に国民の税

金でまかなわれます。そのため、国債は発行が必要な場合でも慎重に発行額を検討することが大切です。

日本文教出版

国の歳入を支える税と国債。

文章は、大阪書籍版と同じ。

国民一人当たりの国債残高630万円

国債依存度と国債残高、2009年度GDP（531兆円）より残高が多く成っている。

国債増加の問題点。

①将来の世代に負担が先送りされる。

②日本の経済への国際的な信用が悪くなる。

③政府の自由にできるお金が少なくなる。（財政の硬直化）

自由社

内閣の仕事と行政の課題

国家財政の基本は、一家の家計と同じように、1年間の収入と支出のバランスがとれていなければな

りません。今日のわが国の財政は、年間40兆円をこえる国債の発行による借入金に依存しており、問

題となっている状態です。

政府の財政と税金

公債は将来の税金によって返還されることになり、結局は政府の財政は税金によってまかなわれるこ

とになります。

＊表：各国の債務残高の対GDP比
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扶桑社・育鵬社

扶桑社

公債（欄外の記述）

税金だけで財政支出がまかなえないとき、国や地方公共団体は公債を発行して、収入の不足をおぎな

う。…国や地方公共団体は、発行した公債に対して、その後、元金や利子の支払いをしなければならな

い。

国債残高2005年 520兆円

育鵬社

財政赤字と財政再建

国債や地方債の発行で公共サービスの恩恵の多くを受け取るのは、現在生活している私たちです。し

かし、国債や地方債の利子の支払いや元金の返済は、将来、最終的には国民や地域住民の税金でまかな

われます。国債や地方債の残高は年々増加しており、果たして返済できるのかというという懸念もあり

ます。

無駄な社会資本を建設するようなことはさけなければなりませんし、公債の発行は慎重に行う必要が

あります。

地方財政の再建

例：夕張市の例（財政再建団体）。大阪府（改善例。実質公債比率）
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資料3：選択質問の回答結果
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g24-2~ 

i 
z 

政府〈窟や地方公共園時}治仁すペての人i'-1 311 
無料で提供するべ脅で遜る@

459 I 481 I 236 1 380 1 192 I 250 

政府〔留や鎗方公共闘体)が‘特定の人に 1
I ，包容

は、無料で提晶する'"きである置 1 

.. " 54 " .. .， 
政府〈留や地方後世極体]が、サ』ピスの剥 160

用者こ有斜で提供するべきでおる. " 39 1 2特 I114 1 258 1 170 

有斜で提供するべきである.1 13 1 相 1 ， 1 臨 j 田 1 101 1 1闇

籍回答

Q 

""" 

19 1 14 1 17 1 22 I 17 1 20 1 19 

2. I 0四胞に24a:Ji趨'"
89 I 540 I 45_895 I 357_s::!: 
561 1 90 I 371.521 59.603 
830 1 630 I 411.22 1 411.22 


